
改元に伴う法人二税納付書及び申告書等の 

各種書類の取扱いに関するお知らせ 
 
 
 
 

 
改元後においても、年号が「平成」を意味する「４」と印字された納付書を引き続き使

用することができますが、記載にあたって、次の点にご注意ください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
※「事業年度等」ついては、いずれの元号に基づく表記でも有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

本年（2019年）５月１日以降に提出する申告書や届出書につきましては、

平成表記の日付で提出しても有効なものとして取り扱うこととしています。 
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口　座　番　号 加　入　者　名
埼　玉　県 00160-5-960410 埼玉県県税事務所長

納　税　番　号

00 009999999

納付書の元号について 

法人二税申告書や届出書における各種書類の元号について 

【「４」が印字された納付書の記載について】 

○ 現在お持ちの納付書に印字されている「４」の二重線による抹消や「新元号」「５」の追

加記載などにより補正していただく必要はございません。 

 

【会計ソフトなどで納付書を作成する場合】 

○ 平成３１年（2019年）４月１日から令和２年（2020年）3月末日の間に申告する各種申

告に係る納付をする場合、下の図の部分の「年号欄」には「４」、「年度欄」には「３１」

と記載してください。 

  なお、年号と年度が令和の表記のものでも有効なものとして取り扱わせていただきます。 
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015
 

原則は「４」「３１」ですが 

新元号の表記でも有効です。 こちらの年号欄については、いずれ

の元号でも構いません。 

平成 31年 4月 
埼  玉  県 


